
　入札者が代理人であるときは、入札前に必ず委任状を提出してください。

　入札は所定の入札書を使用してください。

　開札後、非落札者には、入札保証金を返還します。

　次の各号の一に該当する入札は無効とします。

入札者としての資格がない者のした入札

入札保証金を差し出さないもの

入札保証金の額が見積金額の5／100に満たないもの

同一の入札について、二以上の入札をした者のした入札

同一の入札について、二以上の入札者の代理人となった者のした入札

入　札　注　意　書

３

第６条

第３条

第８条

　入札希望者は、売払公告、県有財産売却に係る一般競争入札参加者募集要項及び本
注意書を熟読のうえ入札してください。

２

第４条

第５条

２

第７条

第１条

（１）

（２）

（４）

第２条

（６）

　現物と公示物件の数量と符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒む
ことはできません。

　共同買受をしようとする場合は、入札前に代表者選任届を提出し共同買受人の代表
者のみが入札を行ってください。

　入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）を
記入するものとし、入札金額の記載は、算用数字を使ってください。
　なお、記載する際は万年筆又はボールペン等を使用してください。

※「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）」第３条に規
定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金
庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用
協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合

　入札の際には、見積金額の１００分の５以上の入札保証金を県に納付しなければな
りません。
　納付は、現金、電子交換所に加盟する金融機関が振り出した〔自己宛小切手（線引
小切手を除く）〕又は銀行等〔※１〕の保証のいずれかに限ります。
　入札保証金は、その受け入れ期間に係る利息は付けません。また、入札保証金は第
１５条の契約保証金の一部に充当することができます。

（５）

（３）

競争に際し不当に価格を引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札

　入札保証金は、各自封筒に入れて封をしてください。
　封筒の表には氏名又は名称を、裏には金額を記載してください。

　提出済みの入札書は、その理由の如何にかかわらず引換え、変更又は取消しを行う
ことはできません。



入札金額、住所、氏名、その他入札要件を認定しがたい入札

郵送をもって入札書を送付したもの

　開札は入札者の面前で行います。

　契約は契約書を作成し、県、落札者双方が記名押印したときに成立します。

　落札者以外の名義人とは契約を締結しません。

第11条

（７）

 大　　分　　県

　本注意書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、大分県会計規則、
大分県契約事務規則その他の法令等の定めるところにより処理します。

（８）

（９）

（３）

　入札は予定価格以上の最高のものをもって落札者とします。
　ただし、落札者となる同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落
札者を定めます。

契約締結の日から１０年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭
和２３年法律第１２２号）第２号第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する
性風俗関連特殊営業、同条第１１項に定める特定遊興飲食店営業その他これらに類す
る業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら第三者へ所有権移転・
貸付けすること。

第16条

前各号に定めるものを除くほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札

（１）

第17条

第12条

第９条

第10条

　開札前の無効の申出又は落札宣言後の無効の申出は、どのような理由があっても受
理しません。

　落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額の10／100以上に相当する金額(第
5条第１項の扱いに同じ）を納付しなければなりません。

　次の各号に該当する公序良俗に反する使用等を禁止します。第13条

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事
務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りなが
ら第三者へ所有権移転・貸付けすること。

　落札者が落札決定の日から７日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出
しないときは、その落札決定を取消し、入札保証金は大分県に帰属します。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第
６号に規定する暴力団員への所有権移転・貸付け、又は暴力団員に転売・貸付けされ
ることを知りながら第三者へ所有権移転・貸付けすること。

第14条

第15条

（２）


